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第１章 障害福祉計画の概要 

第１節 計画策定の趣旨 

 

１．障害者総合支援法の施行 

  平成２４年６月に公布された「地域社会における共生の実現に向けて新たな障

害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」により、平成２５年

４月から「障害者自立支援法」は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律」（通称：障害者総合支援法）となりました。 

 障害者総合支援法は、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービス

の充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健

福祉施策を講ずることを趣旨としています。障害者総合支援法施行後の主な改正点

としては、①「谷間の障害」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える、②従

来の「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必

要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める、③重

度訪問介護の対象拡大、④共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループ

ホーム）への一元化、⑤地域移行支援の対象拡大、⑥地域生活支援事業の追加等が

挙げられ、段階的に実施されているところです。 

 

２．第４期障害福祉計画策定の目的 

 本計画は、障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、国の基本指針に即し、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提

供体制の確保に係る数値目標やサービス見込量を定めています。推進期間は、３年

を１期としており、平成１８年度から平成２０年度を計画期間とする第１期障害福

祉計画、平成２１年度から平成２３年度を計画期間とする第２期障害福祉計画、平

成２４年度から平成２６年度を計画期間とする第３期障害福祉計画を策定し、推進

してきました。４期計画は、これまでの計画目標の達成状況の評価や課題を踏まえ、

平成２７年度から平成２９年度までを推進期間として策定します。 

 なお、障害者総合支援法の改正があった場合、計画期間中においても見直し等の

対応が必要となることも考えられます。 
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第２節 計画の位置付け 

 

１．計画策定の根拠となる法令 

 障害福祉計画は、障害者基本法第１１条第３項に基づく「市町村障害者計画」を

ふまえ、障害者総合支援法第８８条第１項の規定に基づき市町村が策定するもので

す。 

 

障害者基本法 第１１条第３項  

市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該

市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策

に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければなら

ない。 

 

 障害者総合支援法 第８８条第１項 

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律

に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定

めるものとする。 
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２．北茨城市の計画との関係 

 ４期計画は、福祉関係施策を総合的に推進するための北茨城市地域福祉計画第３

期の基本理念等と整合性を図り、障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和

の保たれたかたちで策定します。 
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第３節 計画の策定体制 

 ４期計画の策定にあたっては、以下の体制で行いました。 

 

 北茨城市障害福祉計画（第４期）は、事業者、福祉、保健、雇用・就労、教育の各

担当者を委員とした北茨城市地域自立支援協議会で意見を聴取し、内容に反映させま

した。 

 また、身体・療育・精神の各種障害者手帳をお持ちの方、自立支援医療（精神通院）

受給者証をお持ちの方、北茨城市難病見舞金を受給されている方１，０００名を無作

為に抽出し、郵送により生活状況及びサービスの利用状況等についてアンケート調査

を実施しました。 

 

【アンケート調査概要】 

・調査期間：平成２６年８月～９月 

・調査対象：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療

（精神通院）受給者証、北茨城市難病見舞金受給者の中から無作為に抽

出した１，０００人 

・調査方法：郵送による配布、回収。（無記名回答） 

・回収結果：回収数４６８票（回収率４６．８％） 
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第４節 計画の進行体制 

 障害者総合支援法においては、計画に定める事項について、少なくとも１年に１回

その実績を把握し、障害福祉計画の中間評価として分析・評価を行い、必要であると

認めるときは、計画の内容変更や、事業の見直し等の措置を講じていきます（ＰＤＣ

Ａサイクル）。中間評価については、北茨城地域自立支援協議会を中心に関係機関の意

見を聴取する等し、その結果について公表することに努めます。 

 

※「ＰＤＣＡサイクルとは」 

ＰＤＣＡサイクルとは、さまざまな分野・領域における品質改善や業務改善などに広

く活用されているマネジメント手法で、「計画（Ｐｌａｎ）」「実行（Ｄｏ）」「評価（Ｃ

ｈｅｃｋ）」「改善（Ａｃｔ）」のプロセスを順に実施していくものです。 

 

 〈障害福祉計画におけるＰＤＣＡサイクルの実施状況イメージ〉 
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第２章 計画の基本的な考え方 

第１節 基本理念 

 

１．障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援                              

 共生社会実現のため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮す

るとともに、障害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その

自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス及び相談支

援並びに地域生活支援事業の提供体制の整備を進めます。 

 

２．障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施 

 障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障害者及び精神

障害者並びに難病患者等であって１８歳以上の者並びに障害児とし、障害種別を問わ

ず必要とするサービスの提供を受けられる体制の整備を進めます。 

 また、発達障害及び高次脳機能障害者については、従来から精神障害者に含まれる

ものとして法に基づく給付の対象となっていること、難病患者等が給付の対象に加え

られたことをふまえ、引き続き周知を図ります。 

 

３．地域生活移行や就労支援等に対応したサービス提供体制の整備 

 障害者の自立支援の観点から、入所等（福祉施設への入所又は病院への入院をいう。

以下同じ。）から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題に

対応したサービス提供体制を整え、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実

現するため、地域生活支援の拠点づくり、NPO 等によるインフォーマルサービス（法

律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。）の提供等について、北茨城市

地域自立支援協議会が中心となって協議・検討し、地域の社会資源を最大限に活用し

ながら、提供体制の整備を進めます。 
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第２節 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方 

 

１．必要な訪問系サービスを保障 

 障害種別を問わず、必要な訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、

行動援護、及び重度障害者等包括支援をいう。）の提供が安定して確保されるよう、内

容の充実・向上に取り組みます。 

  

２．希望する障害者等に日中活動系サービスを保障 

 日中活動系サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介

護、短期入所、及び地域活動支援センターで提供されるサービスをいう。）について、

供給量の安定、内容の充実に努めます。  

 

３．グループホーム等の充実を図り、入所等から地域生活への移行を推進 

 地域における居住の場としてのグループホームのサービスが利用できるよう、個々

の状況に応じて、計画相談支援事業者、地域相談支援事業者によるきめ細やかな相談

支援を実施し、入所等からの円滑な地域生活への移行を促進します。 

 

４．福祉施設から一般就労への移行等を推進 

 就労移行支援事業等の活用により、福祉施設から一般就労への移行を進めるととも

に、福祉施設における雇用の場の拡大に努めます。 
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第３節 相談支援の提供体制確保に関する基本的な考え方 

 障害者が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むためには、障害福祉サービス

等の提供が安定的に確保されるとともに、利用者の状態像や希望を勘案し、連続的か

つ一貫性を持ったサービス等が提供されるよう総合的に支援する相談支援体制の構築

が不可欠です。 

 北茨城市では、北茨城市地域自立支援協議会（以下、協議会という。）を中心に、北

茨城市地域ケアシステム推進事業、指定相談支援事業者等その他の関係機関等と連携

強化を図っていくとともに、障害児に対する支援拡充の観点から、教育委員会、特別

支援学校との情報交換等を日頃からこまめに行い、広範な支援体制の確立に努めます。 

 このうち協議会は、平成２４年４月より法定化され、相談支援体制の中核的存在と

して、障害者等が直面する様々な問題等について積極的な関与が求められています。

これに即して北茨城市では、平成２４年度に、くらし部会（地域生活支援）、しごと部

会（一般就労支援）という二つの専門部会を設置しました。この専門部会の中で、多

分野・他職種の関係機関と情報の共有、課題の整理、検討、評価等を行い、地域支援

体制の強化を図ります。 
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第４節 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方 

 第４期計画では、第３期計画の中で言及が限られていた障害児支援について、支援

のための基盤整備が求められています。子ども・子育て支援法第二条第二項において、

「子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支

援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない」と規定されているこ

と及び同法に基づく教育、保育等の利用状況を踏まえた上で、居宅介護や短期入所等

の障害福祉サービス、児童福祉法に基づく障害児支援等の専門的な支援の確保及び共

生社会の形成促進の観点から、教育、保育等の関係機関とも連携を図り、障害児及び

その家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近で提供す

る体制の整備に努めます。 

 

１．児童発達支援センター及び障害児入所施設を中核とした地域支援体制の整備 

 児童発達支援センターを地域における中核的支援施設として位置づけ、児童発達支

援事業所と緊密な連携を図り、重層的な障害児支援の体制整備を図ります。特に、保

育所等訪問支援等の実施体制の構築を図ります。 

 

２．子育て支援に係る施策との連携 

 障害児支援の体制整備に当たり、子ども・子育て支援法に基づく子育て支援施策と

の緊密な連携を図ります。また、障害児の早期発見・支援を進めるために、母子保健

施策との緊密な連携を図るとともに、子育て支援担当部局との連携体制を強化します。 

 

３．教育との連携 

 就学時及び卒業時における支援体制の円滑な移行等、障害児支援が適切に行われる

ために、学校、障害児通所支援事業所等と日頃から緊密な連携を図ります。 
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第３章 障害者・障害児の状況 

第1節 障害者手帳の交付状況 

 

１．身体障害者の状況 

 身体障害者手帳の交付を受けている方は、平成２５年度末時点で、１，９９８人と

なっており、平成２５年度末と比較すると４２人増となっています。障害種別では肢

体不自由が１，０４４人と最も多く、全体の約５３％を占めています。次いで、内部

障害６８４人、聴覚・平衡機能障害が１３１人、視覚障害が１１３人、音声・言語・

そしゃく機能障害が２６人となっています。 

 等級別では１級が最も多く７１６人。次いで４級が４６６人、３級が３３０人、２

級が２８４人、５級、６級が１０１人となっています。 

 

障害別数の推移                      （各年度末 単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚 聴覚平衡
音声・言
語・そしゃ

く
肢体不自由 内部 合計

平成１７年度 124 101 29 990 540 1784

平成１８年度 127 102 28 989 565 1811

平成１９年度 117 95 25 963 554 1754

平成２０年度 109 94 23 974 562 1762

平成２１年度 104 99 22 985 595 1805

平成２２年度 106 111 23 1011 616 1867

平成２３年度 109 116 25 1015 640 1905

平成２４年度 113 125 26 1038 654 1956

平成２５年度 113 131 26 1044 684 1998
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等級別数の推移                    （各年度末 単位：人） 

 

 

 

 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計

平成１７年度 652 304 298 335 114 81 1,784

平成１８年度 671 306 294 345 112 83 1,811

平成１９年度 657 294 276 343 105 79 1,754

平成２０年度 648 288 280 368 101 77 1,762

平成２１年度 665 281 287 390 101 81 1,805

平成２２年度 669 289 297 424 97 91 1,867

平成２３年度 695 284 313 423 98 92 1,905

平成２４年度 705 284 320 453 100 94 1,956

平成２５年度 716 284 330 466 101 101 1,998
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111 116 125 131
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２．知的障害者の状況 

 療育手帳の交付を受けている方は、平成２５年度末の時点で３６４人となっており、

平成２４年度末と比較すると１０人増となっています。 

 等級別ではＡ（重度）が最も多く１０９人、次いでＢ（中度）が１０４人、Ｃ（軽

度）が８０人、○Ａ（最重度）が７１人となっています。 

 

等級別数の推移                    （各年度末 単位：人） 

 

 

グラフで見る等級別交付者数の推移 

 

 

 

 

 

○Ａ（最重度） Ａ（重度） Ｂ（中度） Ｃ（軽度） 合計
平成１７年度 58 96 84 37 275
平成１８年度 57 100 87 36 280
平成１９年度 63 110 91 43 307
平成２０年度 64 110 94 46 314
平成２１年度 64 109 94 53 320
平成２２年度 67 106 101 62 336
平成２３年度 67 105 101 67 340
平成２４年度 68 108 102 76 354
平成２５年度 71 109 104 80 364
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３．精神障害者の状況 

 精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方は、平成２５年度末時点で、２１２

人となっており、平成２４年度と比較すると３４人増となっております。 

 等級別では２級が最も多く、１０６人、次いで３級が６７人、１級が３９人となっ

ています。 

 また、自立支援医療（精神通院）受給者証の利用者は、平成２５年度末時点で４６

５人となっており、年々増加傾向にあります。 

 

精神障害者保健福祉手帳の交付者数の推移        （各年度末 単位：人） 

 

 

グラフで見る等級別交付者数の推移 

 

 

 

 

１級 ２級 ３級 合計

平成１７年度 14 64 33 111

平成１８年度 13 54 30 97

平成１９年度 18 50 29 97

平成２０年度 19 39 31 89

平成２１年度 22 49 31 102

平成２２年度 31 64 44 139

平成２３年度 37 79 44 160

平成２４年度 33 86 59 178

平成２５年度 39 106 67 212
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自立支援医療（精神通院）受給者数の推移         (各年度末 単位：人) 

 

 

グラフで見る自立支援医療（精神通院）受給者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

自立支援医療
（精神通院）
受給者数
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４．難病患者等の状況 

 一般特定疾患医療費受給者証の交付を受けている方は、平成２５年度末時点で２６

９人となっており、平成２４年度と比較すると、１６人増となっております。 

 また、平成２７年１月１日から対象となる疾病が１５１へ拡大されたことに伴い、

今後受給者証交付者数の増加が見込まれます。 

 

 市内で一般特定疾患医療費受給者証の交付を受けている方 

 平成 24 年度 平成 25 年度 

一般特定疾患医療費受給者証交付

者数 

253 269 
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５．障害児の状況 

 現在市内には特別支援学校が１校設置されています。また、１２校の小学校のうち、

７校、５校の中学校のうち、４校に特別支援学級が設置されています。 

未就学児で療育指導を受けた者は、平成２６年度（１０月末時点）は２４人となっ

ております。 

 

市内の特別支援学校へ在籍している児童・生徒数         （単位：人） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

小学部 21 21 23 

中学部 5 10 13 

高等部 34 25 18 

 

 特別支援学級に在籍している児童・生徒数            （単位：人） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

小学校 24 29 40 

中学校 13 12 16 

 

 未就学児で療育指導を受けた者の人数              （単位：人） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

22 29 24 

※平成２６年度は１０月末時点の人数です。 
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６．障害支援区分の認定状況 

 平成２６年４月１日に施行された総合支援法の一部改正により、「障害程度区分」は

「障害支援区分」へ名称が変更されました。障害支援区分では、認定調査項目等が見

直され、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の

度合いが総合的に判定されるようになりました。 

 

障害支援区分認定者数                  （各年度末 単位：人） 

 

※平成２６年度は、平成２６年１０月末時点の数 

 

 

 

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 非該当 合計

平成18年度 13 27 11 4 3 8 2 68

平成19年度 5 4 4 5 6 12 0 36

平成20年度 0 1 4 2 3 1 0 11

平成21年度 9 25 18 13 8 13 0 86

平成22年度 3 8 10 8 10 5 0 44

平成23年度 5 6 6 2 10 9 0 38

平成24年度 11 23 27 9 9 15 0 94

平成25年度 9 14 10 15 11 5 0 64

平成26年度 1 7 6 8 9 10 0 41

合　　　　計 56 115 96 66 69 78 2 482

区分１

11.6％

区分２

23.9％

区分３

19.9％

区分４

13.7％

区分５
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区分６

16.2％

非該当

0.4％

平成２６年１０月末時点における区分別人数

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

非該当
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第４章 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る成果目標 

第１節 福祉施設入所者の地域生活への移行 

 

１．福祉施設入所者の地域生活への移行目標 

 第４期計画では、国の基本指針が見直され、平成１７年１０月１日時点での施設入

所者のうち３割以上が平成２６年度末までに地域生活へ移行するとされていた目標が、

平成２５年度末時点の施設入所者の１２％以上を地域生活へ移行すると変更されまし

た。 

 北茨城市の平成２５年度末時点での施設入所者数は７６人でしたので、その１２％

に当たる１０人が平成２９年度末までに地域生活へ移行する目標値となります。また、

平成２６年度末までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を平

成２９年度末における施設入所者の地域生活への移行目標値に加えた割合以上を目標

値とするという指針に基づき、２０人（平成２６年度末までに未達成と見込まれる割

合）を加えた３０人を地域生活へ移行する目標値とします。 

 

平成２９年度末の時点における施設入所からの地域移行目標        ３０人 

 

２．施設入所者の退所目標 

 第４期計画では、国の基本指針が見直され、平成１７年１０月１日時点の施設入所

者の１割以上が平成２６年度末までに削減することとされていた目標が、平成２５年

度末時点の施設入所者の４パーセント以上を削減すると変更されました。 

 北茨城市の平成２５年度末時点での施設入所者は７６人でしたので、その４％に当

たる４人が平成２９年度末までに退所する目標値となります。また、平成２６年度末

までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を施設入所者の削減

の目標値に加えた割合以上を目標値とするという指針に基づき、１０人（３期計画で

設定された平成２６年度末の施設入所者数に対して未達成と見込まれる割合）を加え

た１４人を施設入所者の削減目標とし、平成２９年度末の時点における施設入所者数

を６２人とします。 

 

平成２９年度末における施設入所者数                 ６２人 
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第２節 入院中の精神障害者の地域生活への移行促進に関する目標 

 第４期計画では、国の基本指針が見直され、「良質かつ適切な精神障害者に対する医

療の提供を確保するための指針」の内容を踏まえ、平成２９年度末における入院後３

ヶ月時点の退院率及び入院後１年時点の退院率の上昇並びに在院期間１年以上の長期

在院者の減少について、当該数値に係る上位５都道府県の数値をベースに新たな目標

を設定することが示されました。下記の内容については、都道府県で設定されます。 

 

１．入院後３ヶ月時点の退院率の目標 

 ・平成２９年度における入院後３か月経過時点の退院率を６４％以上とする。 

 ・平成２９年度における入院後１年経過時点の退院率を９１％以上とする。 

 ・平成２９年６月末時点における長期在院者数を平成２４年６月末時点から１８％

減少する。 
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第３節 障害者の地域生活の支援等の整備 

 国の指針に基づき、障害者の地域生活を支援する機能（相談、体験の機会・場、緊

急時の受入・対応、専門性、地域の体制づくり等）の集約等を行う拠点等について、

平成２９年度末までに各市町村又は、各圏域に少なくとも１つの拠点等を整備するこ

とを目標とします。 

 

平成２９年度末時点の目標値                    １か所 
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第４節 福祉施設から一般就労への移行等の目標 

 

１．福祉施設から一般就労への移行促進 

 第４期計画では、国の指針が見直され、平成２６年度中に平成１７年度実績の４倍

以上が福祉施設から一般就労へ移行するとされていた目標が、平成２４年度実績の２

倍の人数が平成２９年度末に一般就労へ移行するという目標に変更されました。 

 北茨城市における平成２４年度の一般就労への移行実績は１人となっております。

そのため、平成２９年度末には２人が一般就労へ移行されることを目標にします。 

 

平成２９年度末時点における一般就労移行者数              ２人 

 

２．就労移行支援事業の利用者数 

 第４期計画では国の指針が見直され、平成２６年度末における福祉施設利用者のう

ち２割以上の者が就労移行支援事業を利用し、平成２６年度末における就労継続支援

事業の利用者のうち３割以上の者が就労継続支援（Ａ型）事業を利用するとされてい

た目標が、平成２９年度末時点における就労移行支援事業の利用者を平成２５年度末

の利用者から６割以上増加させ、平成２９年度末における就労移行支援事業の利用者

のうち就労移行率が３割以上の事業所を全体の５割以上にするという内容に変更され

ました。 

 平成２５年度末における就労移行支援事業の利用者は１５人でしたので、平成２９

年度末時点における就労移行支援事業の利用者は２４人とすることを目標とします。 

 

平成２９年度末時点における就労移行支援事業利用者数         ２４人 

 

※「福祉施設」の範囲とは、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、生活介護、

自立訓練（機能訓練・生活訓練）を提供する事業所です。 

※「就労移行率」は、ある年度４月１日時点の就労移行支援事業の利用者数のうち当

該年度中に一般就労へ移行した者の割合を指します。 
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第５章 障害福祉サービス等の見込量 

第１節 障害福祉サービスの見込及び確保のための方策 

 本項目では、障害福祉サービス別に現状と課題を明らかにし、国が定める基本指針

に即して、平成２９年度の数値目標を設定し、それを確保するための方策及び今後の

課題等について整理します。 

 

１．訪問系サービス 

 

 

現状と課題 

 訪問系サービスは、在宅で暮らす障害者等の日常生活を支援するサービスであるこ

とはもちろんですが、同居等の家族の負担軽減という側面も併せ持つ重要なサービス

です。 

 今後、施設入所者や長期入院中の精神障害者の地域生活への移行が進むにつれ利用

者数が増加すると見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者包括支援

　自宅で入浴や排せつ、食事などの介助を行うサービスです（通院等の介
助も含まれます）。

　重度の障害があり常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事な
どの介助や外出時の移動の補助を行うサービスです。

　知的障害や精神障害により行動が常に困難で介護が必要な方に、行動時
の介助や外出時の移動補助を行うサービスです。

　常に介護が必要な方のうち、特にその必要度が高いと認められた方に、
居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供するサービスです。

内容

　重度の視覚障害者が外出する際に同行し、移動補助を行うサービスです。
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【訪問系サービスの実績】 

 

 

各年度の見込み量と確保に関する方策 

 サービスの利用量は、障害の程度、居住する地域、支援者の有無及び家族構成等に

より様々ですので、今後ともニーズを把握して適正な支給量の確保に努めます。 

 市内には、平成２６年１０月の時点で５つの居宅介護事業所があり、居宅介護、重

度訪問介護、同行援護及び行動援護については、十分な供給量を確保しています。し

かし、重度障害者包括支援を提供できる事業所がないことから、３期計画に引き続き、

同サービスを提供できる事業所の確保に努めていきます。 

 

【訪問系サービスの見込】 

 

※国の指針により、訪問系サービスの見込量はまとめて見込むとされているため、訪

問系サービス全てを合わせた見込量となっています。 
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２．日中活動系サービス  

 

現状と課題 

 自立訓練（生活訓練）、就労移行支援及び就労継続支援（Ｂ型）の実利用者数が増加

傾向にあります。自立訓練、就労移行支援は利用期間が原則２年間と限られています

が、サービスを提供する事業所が増加したこと、一般就労に向けて取り組もうとする

障害者が増えたこと等により、実績が３期計画での見込値を上回っています。 

 しかし、自立訓練（機能訓練）、就労継続支援（Ａ型）については、利用量が少ない

又はない状態にあります。自立訓練（機能訓練）について、市内では基準該当事業所

１か所で提供されているのみであります。就労継続支援（Ａ型）については、サービ

スを提供する事業所が市内また近隣市にもありません。そのため、安定的なサービス

供給についての今後の取り組みが重要な課題となっております。 

 ※以下の各表について、平成２６年度の実績は１０月末の数。「人／日」は「（月間

の実利用人員）×（１人１か月あたりの平均利用日数）」を指す。 

 

 

 

 

 

 

サービス名

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援
（Ａ型・Ｂ型）

療養介護

短期入所

　常に介護が必要な方に、施設で入所や排せつ、食事の介護や創作的活動
などの機会を提供するサービスです。

　身体に障害を有する方が自立した日常生活や社会生活ができるよう、一
定の期間における身体機能向上のために必要な訓練をするサービス。

　知的障害又は精神障害を有する方が自立した日常生活や社会生活ができ
るよう、一定の期間における身体機能向上のために必要な訓練をするサー
ビスです。

　就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機
会の提供、知識や能力の向上のための訓練をするサービスです。

　通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動そ
の他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をするサービス
です。

内容

　医療の必要な障害者で常に介護が必要な方に、医療機関でk機能訓練や
療養上の管理、看護、介護を行うサービスです。

　自宅で介護を行う方が病気などで障害者等の介護が出来ない場合、短期
間施設へ入所するサービスです。
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【日中活動系サービスの実績】

 

※平成２６年度実績は１０月末現在の月平均の数。 
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各年度の見込み量と確保に関する方策 

生活介護、自立訓練（生活訓練）、及び就労移行支援については、特別支援学校卒業

見込者数や施設利用待機者等の新規利用者等を踏まえて設定しました。また、自立訓

練（生活訓練）については、入院中の精神障害者が地域生活へ移行するためにも必要

なサービスであり、引き続き安定的な供給体制の確保に努めます。 

短期入所は、在宅で暮らす障害者等を介護する家族等の負担を軽減するだけでなく、

施設入所の利用を検討する障害者等にとっても、施設での生活に慣れることができる

貴重な機会となっております。支給決定を受けているものの、実際の利用に繋がって

いない事例も未だに多く見受けられますが、利用の需要は増加傾向にあり、３期計画

の見込量を上回っています。また、利用者の精神的な負担を軽減するためにも、当該

サービスを日中活動系のサービスとともに提供している事業所への通所を試みること

ができるよう、環境づくりや、サービス提供事業所の整備に努めます。 
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【日中活動系サービスの見込】 
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３．居住系サービス 

 

 

 現状と課題 

 平成２６年４月１日に障害者総合支援法が施行されたことに伴い、共同生活介護と

共同生活援助は一元化されました。平成２６年１０月の時点で、市内に共同生活援助

を提供する事業所は２か所あります。 

 施設入所支援を提供する事業所は市内に２か所あるほか、近隣市にもありますが、

いずれの施設においても長期間にわたり利用している方がほとんどであるため、今後

新たに施設入所を希望する方にとっては、利用待機者登録をしても容易に利用するこ

とができないサービスとなっております。 

 さらに、国の基本指針の中で、平成２９年度末における施設入所者数について、平

成２５年度末時点の施設入所者数の１２パーセント以上が地域生活へ移行するととも

に、４パーセント以上を削減することとしています。このため、施設入所支援を利用

する方のうち、地域生活への移行が可能と考えられる方への支援が重要となっていま

す。 

 

【居住系サービスの実績】 

 

 

各年度の見込み量と確保に関する方策 

３期計画策定時には、共同生活援助を提供できる事業所が市内に１か所でしたが、

平成２６年３月に事業所が２か所に増えた事により、今後は、施設入所支援利用者や

精神障害者の地域生活への移行が促進されることが期待されます。そのため、共同生

活援助については、現時点で共同生活援助の利用予定がある者の数を含めて利用量を

サービス名

共同生活援助

施設入所支援

　主に夜間、地域で共同生活を営む方に、住居において相談、入浴、排せ
つ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うサービスです。

　主に夜間、障害者支援施設へ入所する方に、入浴、排せつ、及び食事等
の介護などを行うサービスです。

内容
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見込み、施設入所支援については、国の基本指針に即して利用量を見込みました。 

 

【居住系サービスの見込】 
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４．相談支援 

 

 

 現状と課題 

 相談支援は、一人ひとりの障害の特性等を踏まえたうえで、障害者等が自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等が抱える問題の解決や適切な

サービス利用に向けてきめ細やかにケアマネジメントする機能です。 

 北茨城市では、自立支援法施行以前から、高齢者を含めたサービスの調整機関とし

て「地域ケアシステム推進事業」を活用してきました。また、平成２０年度には北茨

城市地域自立支援協議会を立ち上げ、障害福祉施策についての検討の場としてきまし

た。 

 このような中、平成２４年４月から地域相談支援（計画相談支援、地域移行支援、

地域定着支援）が始まり、以前にも増して相談支援の重要性が高まっておりますが、

市内の計画相談支援事業所は平成２６年１０月の時点で１か所となっており、計画相

談支援利用の普及に関する体制整備が重要な課題となっております。 

 

【相談支援の実績】 

 

 ※平成２６年度は１０月末の数。 

 

各年度の見込量と確保に関する方策 

 地域相談支援のうち、計画相談支援については、サービス等利用計画の作成とその

後のモニタリングが主な内容となります。平成２４年４月から３年間をかけて段階的

サービス名

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

内容

　障害福祉サービスを利用するにあたって必要となるサービス利用計画の
作成と、その後ののモニタリングを実施するサービスです。

　福祉施設入所者及び入院中の精神障害者が地域に移行するために必要な
住居の確保等に関する相談等を受けることができるサービスです。

　地域生活へ移行した障害者について、常時の連絡体制を確保するととも
に、障害の特性に起因して生じた緊急事態等に相談等で対応するサービス
です。
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にすべての障害福祉サービス利用者を対象とすることとなり、原則的に市が指定した

特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画をもとにサービスが支給決定され

ることになるため、サービス等利用計画の作成を担う特定相談支援事業者の確保が必

要となります。市内の特定相談支援事業所は平成２６年１２月時点で２か所となって

おり、指定を希望する事業所等に対して情報提供等の支援を実施し、指定事業所の増

加、安定的な利用計画作成体制の整備に努めます。 

 

【相談支援の見込】 
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５．障害児通所支援 

 
 

 現状と課題 

 平成２４年４月から児童福祉法に基づいて決定される障害児通所支援がはじまりま

した。障害者自立支援法を根拠法としていた平成２４年３月までは、市内に児童デイ

サービスを提供できる事業所はありませんでしたが、現在、市内に障害児通所支援を

提供する事業所は３か所あり、サービス利用者も増加傾向にあります。 

 保育所等訪問支援については、市内また近隣にもサービスを提供できる事業所がな

く、利用実績もありません。今後は障害児の保護者等に対して同サービスについての

情報提供を行い、そのニーズについて事業所へ働きかける等して体制の整備に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

医療型児童発達支援

　学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等において、生活能力向
上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障
害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行うサービス
です。

　保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用を予定する障害児が、保
育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合
に、経験豊富な児童指導員や保育士が当該保育所等を訪問し、障害児への
支援及び当該保育所等のスタッフへの支援を提供するサービスです。

　療育指導が必要とされた未就学の障害児を対象に、日常生活における基
本的な動作を習得し、集団生活に適応できるよう、当該児童の身体意及び
精神の状況や環境に応じた適切な訓練を行うとともに、身体の状況により
治療も行うサービスです。

内容

　療育指導が必要とされた未就学の障害児を対象に、日常生活における基
本的な動作を習得し、集団生活に適応できるよう、当該児童の身体意及び
精神の状況や環境に応じた適切な訓練を行うサービスです。
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【障害児通所支援実績】 

 

 

各年度の見込量と確保に関する方策 

 国の指針によれば、教育、保育等の関係機関とも連携を図り、障害児及びその家族

に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する

体制の構築を図る事が重要であり、障害児通所支援の整備についても障害福祉計画に

定め、当該計画に沿った取組を進めるよう努めるものとされています。これに即して

北茨城市では、放課後等デイサービスの利用者数が増加傾向にあるため、早期療育支

援システムや北茨城市要保護児童対策地域協議会等の専門機関との連携を強化し、サ

ービスの安定的供給体制の確保に努めます。また、保育所等訪問支援については、既

に障害児通所支援を提供する近隣事業所等に情報提供を行い、福祉資源の充実を図り

ます。 

 

【障害児通所支援見込】 
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６．障害児相談支援 

 

 

現状と課題 

 平成２６年１２月時点で、北茨城市内の障害児相談支援事業所は２か所となってお

り、障害児に対して充実した相談支援体制確保のための方策を検討する必要がありま

す。また、保育、教育機関等との連携を図り、個々の異なる状況を踏まえ、利用者本

人の実態に即した良質な相談支援を安定的に供給できるよう努めます。 

  

【障害児相談支援実績】 

 

※平成２６年度は１０月末の数 

 

各年度の見込量と確保に関する方策 

 北茨城市では、障害児通所支援事業の利用者は増加傾向にあります。それに伴い障

害児相談支援事業の重要性も高まっており、教育、保育等の関係機関と連携した支援

を提供できるよう事業所へ広く働きかけを行い、安定したサービス提供体制の確保に

努めます。 

 

【障害児相談支援見込】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名

障害児相談支援

内容

　障害児が、障害児通所支援等を利用するにあたって必要となるサービス
利用計画の作成と、その後ののモニタリングを実施するサービスです。
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第２節 地域生活支援事業の実施について 

 地域生活支援事業は、障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）が基本的人権

を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施

し、障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人

格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与すことを目的と

しています。 

 ここでは障害福祉サービスと同様に、これまでの各年度における実績及び４期計画

推進期間内における各年度の見込量を設定します。 
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１．理解促進研修・啓発事業（必須事業） 

 

事業の実施に関する考え方及び事業の量の見込 

 理解促進研修・啓発事業は、平成２５年４月から必須事業となりましたが、当市で

は障害者に対する理解を深める研修会が未開催なため、引き続き地域住民に対して、

各種イベント時にパンフレット等の配布を行い、障害者週間にあわせて市広報紙で障

害者福祉制度についてお知らせしていくほか、北茨城市地域自立支援協議会等を活用

し内容を検討した上で、障害者（児）の理解を深めるための研修会等を開催していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名

理解促進研修・啓発事
業

内容

　障害者が日常生活をするうえで生じる「社会的障壁」をなくすため、市
民に対して、障害者に対する理解を深めるための研修会やイベントの開
催、啓発活動などを行います。
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２．自発的活動支援事業（必須事業） 

 

事業の実施に関する考え方及び事業の量の見込 

 自発的活動支援事業は、平成２５年４月から必須事業となりましたが、当市では未

実施となっております。北茨城市地域自立支援協議会等で意見を聴取し、４期計画推

進期間内において、多くの障害者等やその家族、地域住民等が関われるような事業を

実施できるよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名

自発的活動支援事業

内容

　障害者、その家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動を支
援します。
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３．相談支援事業（必須事業） 

 

事業に実施に関する考え方及び事業の量の見込 

 相談支援事業は、市が直営で実施しているほか、精神障害の特性を考慮し、精神保

健福祉士が配置された指定特定相談支援事業者に委託して実施しています。また、地

域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センター、住宅入居等支援事

業については、現在未実施となっているため、設置や体制等について４期計画推進期

間内において検討していきます。 

 

障害者相談支援事業実績と見込 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名

相談支援事業

内容

　障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談
に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために
必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活
を営むことができるように支援します。

○基幹相談支援センター等機能強化事業
　一般的な相談支援事業に加え、専門的職員を基幹相談支援センター等に
配置することや、基幹相談支援センター等が地域における相談支援事業者
等に対する専門的な指導・助言、人材育成の支援等を行い相談支援機能の
強化を図ります。
　※機関相談支援センター…地域における相談支援の中核的な役割を担う
機関として、総合的・専門的な相談支援の実施、地域の相談支援体制の強
化への取組を行います。また、地域移行・地域定着の促進について、制度
の普及啓発や体制整備に係るコーディネートを行います。

○住宅入居等支援事業（居住サポート事業）
　賃貸契約による一般住宅への入居に当たり、入居契約手続き支援や、生
活上の課題に応じた支援の調整を行います。

平成２８年度
（見込）

平成２９年度
（見込）

2 2 2

平成２７年度
（見込）

2 2

【計画】　実施箇所数（所）

【実績】　実施箇所数（所）

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

2 2 2

2
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４．成年後見制度利用支援事業（必須事業） 

 

事業実施に関する考え方及び事業の量の見込 

 成年後見制度利用支援事業については、平成２４年４月から必須事業となりました

が、当市では平成２１年度より開始しており未だ利用がありません。アンケート調査

の結果からも、成年後見人制度について内容まで知っていると回答した方は約１４％

となっており、引き続き成年後見人制度の内容周知に加え、制度の周知を図ります。 

また、平成２４年１２月に「障害者虐待防止法」が施行されたことを受け、市では市

町村虐待防止センターを中心として関係機関と連携し、虐待事例の未然防止、虐待発

生時の迅速な対応、再発防止への取組等が求められています。障害者の権利擁護への

取組としても、成年後見人制度の利用支援は重要であり、虐待防止への取組と併せて

制度を継続していきます。 

  

成年後見制度利用支援事業実績と見込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名

成年後見制度利用支援
事業

　障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者又は精神障
害者に対し、成年後見制度の利用について必要となる経費の全て又は一部
を補助します。

内容

平成２７年度
（見込）

平成２８年度
（見込）

平成２９年度
（見込）

【実績】　利用量（回／年） 0 0 0

1

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

【計画】　利用量（回／年） 1 1 1 1 1
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５．成年後見制度法人後見支援事業（必須事業） 

 

事業に実施に関する考え方及び事業の量の見込 

 成年後見制度法人後見支援事業は、平成２５年４月から必須事業となりましたが、

当市では現在未実施となっております。全国的に見ると、成年後見人制度の利用者は

増加傾向にあります。また、今後、家族の高齢化や、親族間の関係の希薄化により、

第３者後見人の確保が重要な課題となってくることが予想されるため、後見等の業務

を適正に行うことができる法人の整備を４期計画推進期間内に進めることに努めてい

きます。 

 

成年後見制度法人後見支援事業実績と見込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名

成年後見制度法人後見
支援事業

　成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確
保できる体制を整備するとともに、実施団体に対する研修等を行い法人後
見の活動を支援して障害者お権利擁護を図ります。

内容

【実績】　実施の有無 未実施 未実施

平成２９年度
（見込）

【計画】　実施の有無 実施 実施 実施

区分 平成２５年度 平成２６年度
平成２７年度
（見込）

平成２８年度
（見込）
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６．意思疎通支援事業（必須事業） 

 

事業に実施に関する考え方及び事業の量の見込 

 障害者総合支援法の施行により、コミュニケーション支援事業は、障害者と障害の

ない人の意思疎通を支援する手段の概念に幅を持たせるため、意思疎通支援事業に変

更されました。今後も制度についての周知を図っていきます。 

 

意思疎通支援事業実績と見込 

・手話通訳者・要筆記者派遣事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名

意思疎通支援事業

内容

　聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図る
ことに支障がある障害者等に、手話通訳者や要筆記者の派遣、点訳、代
筆、代読、音声訳等による支援を行います。

36 36

【実績】　実利用量（件／年） 17 24

区分 平成２５年度 平成２６年度
平成２７年度
（見込）

平成２８年度
（見込）

平成２９年度
（見込）

【計画】　実利用量（件／年） 36
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７．日常生活用具給付等事業（必須事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名

日常生活用具給付等事
業

　日常生活上の便宜をはかるため、厚生労働省が定める告示の要件を満た
す６種の用具を給付または貸与します。

内容

介護・訓練支援用具

自立生活支援用具

在宅療養等支援用具

情報・意思疎通支援用
具

排せつ管理支援用具

居宅生活動作補助用具

　特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並び
に障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用
することができるものであって、実用性のあるもの

日常生活用具の種目、用途及び形状（平成１８年厚生労働省告示第５２９号）

　入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食
事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用する
ことができるものであって、実用性のあるもの

　電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援
する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、
実用性のあるもの

　点字器、人口喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等
を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるもので
あって、実用性のあるもの

　ストーマ用装具その他の障害者等の排せつ管理を支援する用具及び衛生
用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用
性のあるもの

　障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な
住宅改修を伴うもの



47 

 

実施に関する考え方及び事業の量の見込 

 日常生活用具の給付等については、障害の状態等に応じて柔軟に給付等を実施して

きたこれまでの施策を堅持していきます。 

 各用具の見込量は実績等を考慮し設定しました。 

  

日常生活用具給付等事業実績と見込 

・介護・訓練支援用具給付等 

 

・自立生活支援用具給付等 

 

・在宅療養等支援用具 

 

・情報・意思疎通支援用具 

 

・排せつ管理支援用具 

 

・居宅生活動作補助用具 

 

【実績】　給付量（件） 2 0 0

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
平成２７年度
（見込）

平成２８年度
（見込）

平成２９年度
（見込）

【計画】　給付量（件） 4 4 5 5 5 5

【計画】　給付量（件） 4 4 5 5 5 5

【実績】　給付量（件） 4 4 2

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
平成２７年度
（見込）

平成２８年度
（見込）

平成２９年度
（見込）

【実績】　給付量（件） 8 5 3

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
平成２７年度
（見込）

平成２８年度
（見込）

平成２９年度
（見込）

【計画】　給付量（件） 4 4 5 5 5 5

【計画】　給付量（件） 7 8 9 10 10 10

【実績】　給付量（件） 13 4 2

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
平成２７年度
（見込）

平成２８年度
（見込）

平成２９年度
（見込）

【実績】　給付量（件） 1,163 1,080 843

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
平成２７年度
（見込）

平成２８年度
（見込）

平成２９年度
（見込）

【計画】　給付量（件） 1,440 1,728 2,073 1,418 1,392 1,366

【計画】　給付量（件） 2 3 4 5 5

【実績】　給付量（件） 1 1 0

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
平成２７年度
（見込）

平成２８年度
（見込）

平成２９年度
（見込）

5
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８．手話奉仕員養成研修事業（必須事業） 

 

事業に関する考え方及び事業の量の見込 

 手話奉仕員養成研修事業は、平成２５年４月から必須事業となりましたが、当市で

は現在未実施となっております。４期計画推進期間中には研修内容等について検討し、

手話奉仕員の養成を図ります。 

 

手話奉仕員養成研修事業実績と見込 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

サービス名

手話奉仕員養成研修事
業

　聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者とし
て期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研
修します。

内容

【計画】　実施の有無 実施 実施 実施

【実績】　実施の有無 未実施 未実施

区分 平成２５年度 平成２６年度
平成２７年度
（見込）

平成２８年度
（見込）

平成２９年度
（見込）
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９．移動支援事業（必須事業） 

 

実施に関する考え方及び事業の量の見込 

 今回のアンケート調査の結果から外出時に困っていることについて、「公共交通機関

が少ない」、「道路や駅に階段や段差が多い」、「発作などの突然の身体の変化が心配」

等に「該当する」の回答が多く、障害者のかたが様々な理由で外出時に不便を感じて

いることがわかりました。平成２６年１０月の時点で、北茨城市内には移動支援を提

供できる事業所は４か所ありますが、利用実績は２４年度以降減少傾向にあります。

今後は、アンケート調査の結果も踏まえ、事業内容や利用方法についての周知を行う

とともに、外出支援に関する様々なニーズに対応できるようガイドライン等の整備を

検討します。 

 

移動支援事業実績と見込 

※平成２６年度は１０月末時点の数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名

移動支援事業
　屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うこと
により、地域における自立生活及び社会参加を促します。

内容

平成２９年度
（見込）

1,400

【計画】実利用者数（人）

【実績】　利用量（時間）

30

1,033

33

760

36

343

25 30 35

【実績】実利用者数（人） 25 16 11

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
平成２７年度
（見込）

平成２８年度
（見込）

【計画】　利用量（時間） 1,600 1,782 1,944 1,000 1,200
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１０．地域活動支援センター（必須事業） 

 

実施に関する考え方及び事業の量の見込 

 地域活動支援センターは、３種類に分類されます。（下表参照） 

 北茨城市心身障害者第１・第２福祉センターはⅡ型に相当し、主に身体障害者及び

知的障害者を対象として運営しています。市外にあるⅠ型及びⅢ型のセンターでは、

精神障害者を対象にサービスを提供しており、通所に関する交通費の助成を行ってお

りますが、利用者数が少ないため、今後も交通費の助成を継続するとともに、広報紙

等を活用し制度の周知を図ります。 

 

 

地域活動支援センター設置実績と見込 

 

サービス名

地域活動支援センター
　障害者等を通わせ、地域の実情に応じて創作的活動又は生産活動の機会
を提供し、社会との交流の促進等の支援を行うサービスです。

内容

センターⅠ型

センターⅡ型

センターⅢ型

地域活動支援センター分類

　専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉及び地域の社会基
盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する
理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する施設です。

　地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適
応訓練等のサービスを実施する施設です。

　地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通
所による援護事業の実績を概ね５年以上有し、安定的な運営が図られてい
る施設です。

計画

実績

計画

実績

計画

実績

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

センターⅠ型

センターⅡ型

センターⅢ型

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
平成２７年度
（見込）

平成２８年度
（見込）

平成２９年度
（見込）

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1
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１１．訪問入浴サービス事業（任意事業） 

 

実施に関する考え方及び事業の量の見込 

 入浴の支援については、生活介護を利用している場合が多いため３期計画における

見込を下回った実績となっております。しかし、アンケートの集計結果にも利用した

いという回答があり、生活介護が利用できない場合等の重要なサービスとして、今後

も事業の継続、周知を図ります。 

 

訪問入浴サービス実績と見込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名

訪問入浴サービス

内容

　地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅におい
て入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、身体機能の維
持等を図るサービスです。

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
平成２７年度
（見込）

平成２８年度
（見込）

【計画】　実利用者数（人） 3 4 5 3 3

【実績】　実利用者数（人） 3 3 2

平成２９年度
（見込）

3
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１２．日中一時支援事業（任意事業） 

 

実施に関する考え方及び事業の量の見込 

 この事業は、一時的な日中での活動支援を行うものです。平成２６年１０月の時点

で、市内では５か所の事業所がサービスを提供しております。近隣市にも利用可能な

事業所があるため、個々の生活状況等に合わせて活用できるよう今後も適正な利用を

呼び掛けていきます。 

 

日中一時支援実績と見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名

日中一時支援

内容

　障害者の日中における活動の場を確保し、その家族の就労支援及び一時
的な休息を目的として支援を行うサービスです。

【実績】実利用者数（人） 38 23 20

【計画】実利用者数（人） 45 50 55 25 30 35

【実績】　利用量（時間） 1,344 412 336

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
平成２７年度
（見込）

平成２８年度
（見込）

平成２９年度
（見込）

【計画】　利用量（時間） 1,500 1,700 1,870 584 700 818
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１３．その他の任意事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名

更正訓練費給付事業

知的障害者職親委託制度

自動車運転免許取得・改造費助成
事業

スポーツ・レクリエーション教室
開催等

障害者虐待防止対策支援

内容

　施設に入所しながら就労移行支援事業または自立訓練事業を利用してい
る方等に厚生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ります。

　知的障害者を一定期間、知的障害者の更正援護に熱意を有する事業経営
者等の私人に預け、生活指導及び技能習得訓練を行うことにより就労に必
要な素地を与えるとともに、雇用の促進と職場における定着性を高め、福
祉の向上を図ります。

　スポーツ・レクリエーション活動を通じて障害者間の交流を図るととも
に、イベント参加等を通して社会参加を促進します。

　障害者虐待防止の啓発を行うことにより、障害者への虐待を未然に防止
し、早期に発見することを目的として、市のイベント会場で「障害者虐待
防止キャンペーン」を実施します。

　身体障害者が就労のために必要な自動車運転免許の取得及び自動車の改
造に要する費用の一部を助成します。
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参考資料 

 

１．アンケート結果について 

回答者の構成 

 平成２６年８月１日の時点において、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害医者保

健福祉手帳、自立支援医療（精神通院）受給者証をお持ちの方及び北茨城市難病見舞

金を受給されている方の中から、無作為に１，０００人の方を抽出しアンケート調査

を行いました。 

 ここでは、代表的な質問に対する回答についてお知らせします。 

 

１．回答者の構成 

 

 

 

１級
32%

２級
17%

３級
20%

４級
22%

５級
6%

６級
3%

等級別回収状況（身体）
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○Ａ

13%

Ａ

35%

Ｂ

23%

Ｃ

29%

等級別回答者状況（療育）

１級

15%

２級

47%

３級

38%

等級別回答者状況（精神）
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２．暮らしについて 

 

 

 

 

 

 

自宅（アパートを含

む）で一人でくらして

いる

自宅（アパートを含

む）で家族と暮らして

いる

グループホーム、ケア

ホームで暮らしている

2%

福祉施設（障害者支援

施設、高齢者支援施

設）で暮らしている

5%

病院に長期入院中

（およそ１年以

上）

2%

その他

0%

無回答

2%

どのように暮らしていますか？

配偶者

３９％

親

２０．４％

祖父母

２．６％

子ども

２２．２％

孫

５．２％

兄弟・姉妹

８．２％

その他

１．７％
無回答

０．

自宅でどなたと暮らしていますか？
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今のまま

60%

将来グループホーム

7%

将来施設入所

7%

家族と在宅

17%

一般住宅で一人暮らし

3%

その他

1% 無回答

5%

今後どのような暮らし方を望まれますか？

勤め先の給

与・賃金

11%

通所施設・作業

所等の工賃

2%

同居家族の給

与・援助

23%

別居家族や親せ

きの援助

2%

事業収入（営業

など）

3%

財産収入（家賃

収入など）

1%

年金・特別障害者手

当など

52%

その他

2%

無回答

5%

生活していく上での収入は何ですか？
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内容まで知っている

13%

まったく知らな

い

40%

内容は知らない

が、名称は知っ

ている

33%

無回答

14%

成年後見人制度を知っていますか？

活用したい

4%

将来的に活用した

い

14%

活用したいと思

わない

17%わからない

51%

無回答

14%

成年後見人制度を活用したいと思いますか？
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３．相談について 

 

 

243

168

81

61

55

76

13

51

20

90

29

52

39

19

4

113

28

0 100 200 300

自分の健康や治療のこと

経済的なこと

介助や介護のこと

家事のこと

住まいのこと

外出・移動のこと

就学・進学のこと

仕事・就職のこと

恋愛・結婚のこと

緊急時・災害時のこと

話し相手がいないこと

福祉などに関する情報収集のこと

家族や地域での人間関係のこと

職場や施設内での人間関係のこと

その他

特にない

無回答

悩んでいること、相談したいことがありますか？

（複数回答可）
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４．外出について 

 

348

94

18

9

47

47

11

12

3

6

89

8

34

12

43

0 50 100 150 200 250 300 350 400

家族・親せき

友人・知人

学校・職場

ホームヘルパー

福祉施設・サービス事業所

市役所の関係課窓口

民生委員・児童委員

保健福祉センター

児童相談所

公共職業安定所

医療機関

相談支援事業者

どこに相談したらよいかわからない

その他

無回答

悩んでいることを相談する相手は誰（どこ）ですか？

（複数回答可）

毎日

21%

週５～６日くら

い

16%

週３～４日くら

い

15%

週１～２日くら

い

17%

月に２～３回など不

定期

ほとんど外出しない

11%

その他

2%

無回答

4%

どれくらい外出しますか？
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徒歩

14%

自家用車

45%

自転車・バイク

6%

路線バス・電車

11%

タクシー

11%

施設や病院の送迎車

8%

その他

1%
無回答

4%

外出する時の主な手段は何ですか？

（複数回答可）

父母・祖父母・

兄弟

17%

配偶者

30%

子ども

15%

ホームヘルパー

や施設職員

6%

その他

3%

一人で

24%

無回答

5%

一緒に外出するのは誰ですか？
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５．災害時の避難等について 

 

 

122

68

94

26

62

28

77

37

78

74

25

133

0 20 40 60 80 100 120 140

公共交通機関が少ない

列車やバスの乗り降りが困難

道路や駅に階段や段差が多い

切符の買い方や乗り換えの方法が分かりにくい

外出先の建物の設備が不便

介助者が確保できない

外出にお金がかかる

周囲の目が気になる

発作などの突然の身体の変化が心配

困った時にどうすれば良いのか心配

その他

無回答

外出するときに困っている事は何ですか？

（複数回答可）

いる

32%

いない

29%

わからない

31%

無回答

8%

家族が不在の場合や一人暮らしの場合、近所にあなたを助け

てくれる人はいますか？
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※「災害時要援護者登録制度」…災害が発生した際に、家族等の援助が困難で、安全な場所へ避難するた

めの人的な援護が必要な方（災害時要援護者）の台帳への登録制度のことです。登録すると、地域の民生

委員児童委員、消防、避難支援者（隣近所で支援していただける方）等にこの台帳を提供し、地域での見

守りと災害が発生した際に支援が得られる仕組みとなっています。 

 

 

知っている

6%

知らない

85%

無回答

9%

「災害時要援護者登録」の制度を知っていますか？

256

47

65

85

191

117

85

233

71

0 50 100 150 200 250 300

投薬や治療が受けられない

補装具の使用が困難になる

補装具や日常生活用具の入手ができなくなる

救助を求める事ができない

安全なところまで迅速に避難することができない

被害状況、避難場所などの情報が入手できない

周囲とのコミュニケーションがとれない

避難所の設備（トイレ等）や生活環境が不安

無回答

災害時に困ることは何ですか？

（複数回答可）
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6．介護者について 

 

 

 

 

 

 

はい

30%

いいえ

56%

無回答

14%

どなたかの介護を受けていますか？

親

20%

配偶者

36%
子

21%

兄弟（姉妹）

6%

ホームヘルパー、福祉

施設支援員

14%

その他

2%
無回答

1%

どなたの介護を受けていますか？
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２０歳以下

2% ３０歳代

4%

４０歳代

9%

５０歳代

17%

６０歳代

22%

７０歳代

28%

８０歳以上

14%

無回答

4%

主に介護しているかたの年齢は？

常勤で働いている

13%

アルバイト・

パートで働いて

自営業

8%

その他

1%

働いていない

55%

無回答

9%

介護しているかたの就業状況は？
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７．就労について 

 

68

54

37

42

31

8

24

4

12

12

0 20 40 60 80

精神的な負担

身体的な負担

経済的な負担

自分の時間がもてない

外出ができない

相談相手がいない

睡眠不足

その他

特にない

無回答

介護で困っていることは？

（複数回答可）

働いている

24%

働いていない

62%

無回答

14%

働いていますか？
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正社員・正職員と

して働いている

25%

アルバイト・パート

の社員・職員として

働いている

31%
施設・作業所で働

いている（福祉的

就労）

12%

自営業者

24%

内職・自営業の手伝い

3%

その他

4% 無回答

1%

どこで働いていますか？

高齢だから

54%

障害により、できる仕事がない

28%

求職中、または職業訓練中

2%

就労するにあたっての相

談先がわからない

2%

仕事をする必要

がない

2%

その他

5% 無回答

7%

働いていない理由は？
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116

85

111

55

197

62

62

50

61

7

185

0 100 200 300

通勤手段の確保

通勤場所におけるバリアフリーの確保

短時間勤務や勤務日数等の配慮

在宅勤務の拡充

職場の上司や同僚に障害の理解があること

職場で介助や援助等が受けられること

就労後のフォローなど職場と支援機関の連携

企業ニーズに合った就労訓練

仕事についての職場外での相談対応、支援

その他

無回答

障害者の就労について、どのような事が必要ですか？
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２．市内及び近隣市所在サービス事業者一覧 
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